
プ ー ル 等 取 締 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 五 十 年 東 京 都 規 則 第 七 十 八 号 ） 新 旧 対 照 表 （ 抄 ） 

改    正    案 現         行 
第 一 条 か ら 第 十 三 条 ま で （ 現 行 の と お り ） 

（ 委 任 ） 

第 十 四 条 こ の 規 則 に 規 定 す る も の を 除 く ほ か 、 こ の 規

則 の 施 行 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。 

別 表 第 一( 第 十 一 条 関 係) 

第 一 共 通 基 準 

一 水 泳 後 又 は 水 浴 後 に 身 体 を 清 浄 に す る た め の

シ ャ ワ ー を 適 正 な 位 置 に 設 置 す る こ と 。 な お 、 屋

内 プ ー ル に あ つ て は 、 当 該 シ ャ ワ ー に は 温 水 を 使

用 す る こ と 。 

二 水 泳 者 五 十 人 当 た り 一 個 の 洗 面 水 栓 を 備 え 付

け た 洗 面 所 、 水 泳 者 五 十 人 当 た り 一 個 の 飲 用 水 栓

を 備 え 付 け た 水 飲 み 場 及 び 水 泳 者 五 十 人 当 た り

一 個 の 洗 眼 専 用 の 洗 眼 器 を 備 え 付 け た 洗 眼 所 を 、

利 用 に 適 す る 場 所 に 設 置 す る こ と 。 

三 （ 現 行 の と お り ） 

第 一 条 か ら 第 十 三 条 ま で （ 略 ）  

 

 

 

別 表 第 一( 第 十 一 条 関 係) 

第 一 共 通 基 準 

一 水 泳 者 の 身 体 を 清 浄 に 保 つ た め 、 シ ャ ワ ー を 適

正 な 位 置 に 設 置 す る こ と 。 

 

 

二 水 泳 者 五 十 人 当 た り 一 個 の 洗 面 水 栓 、 洗 眼 器 及

び 飲 用 水 栓 を 備 え 付 け た 洗 面 所 、 洗 眼 所 及 び 水 飲

み 場 を 、 利 用 に 適 す る 場 所 に 設 置 す る こ と 。 

 

 

三 （ 略 ） 



四 更 衣 所 に は 、 利 用 者 の 衣 服 等 を 安 全 か つ 衛 生 的

に 保 管 で き る 設 備 を 設 け る こ と 。 

五 監 視 所 は 、 施 設 又 は 区 域 全 体 を 見 渡 す こ と の で

き る 場 所 及 び 位 置 に 設 け る こ と 。 な お 、 一 の 監 視 所

で 施 設 又 は 区 域 全 体 を 見 渡 す こ と が で き な い 場 合 に あ つ

て は 、 監 視 所 を 複 数 設 け る こ と 。 

六 緊 急 時 等 に 水 泳 者 、 監 視 人 そ の 他 関 係 者 に 連 絡

事 項 を 確 実 に 周 知 す る た め 、 施 設 又 は 区 域 に 適 し

た 放 送 設 備 及 び 連 絡 設 備 を 整 備 す る こ と 。 

第 二 プ ー ル 特 定 基 準 

一 プ ー ル サ イ ド は 、 水 泳 者 数 に 応 じ 、 ま た 、 救 急

の た め の 作 業 を 妨 げ な い 十 分 な 広 さ と す る こ と 。 

二 か ら 三 の 二 ま で （ 現 行 の と お り ） 

三 の 三 循 環 水 の 吐 出 口 は 、 プ ー ル 水 中 の 遊 離 残 留

塩 素 濃 度 又 は 二 酸 化 塩 素 濃 度 が 均 一 に な る 位 置 に

設 け る こ と 。 

三 の 四 （ 現 行 の と お り ） 

三 の 五  循 環 水 取 入 口 及 び 貯 水 槽 内 の 排 水 口 の 金

四 更 衣 所 に は 、 利 用 者 の 衣 服 等 を 安 全 に 保 管 で き

る 設 備 を 設 け る こ と 。 

五 監 視 所 は 、 施 設 又 は 区 域 全 体 を 見 渡 す こ と の で

き る 場 所 及 び 位 置 に 設 け る こ と 。 

 

 

 

 

 

第 二 プ ー ル 特 定 基 準 

一 プ ー ル サ イ ド は 、 水 泳 者 数 に 応 じ た 十 分 な 広 さ

を 有 す る こ と 。 

二 か ら 三 の 二 ま で （ 略 ）  

三 の 三 循 環 水 注 入 口 は 、 プ ー ル 水 中 の 遊 離 残 留 塩

素 濃 度 又 は 二 酸 化 塩 素 濃 度 が 均 一 に な る 位 置 に 設

け る こ と 。 
三 の 四 （ 略 ） 

 



網 、 鉄 格 子 等 は 、 吸 付 き に よ る 事 故 を 防 止 す る 構

造 と し 、 か つ 、 ネ ジ 若 し く は ボ ル ト に よ る 固 定 又

は こ れ ら と 同 等 以 上 の 固 定 を す る こ と 。  
三 の 六 循 環 水 取 入 口 及 び 貯 水 槽 内 の 排 水 口 に は 、

金 網 、 鉄 格 子 等 の ほ か に 配 管 口 に 吸 込 み 防 止 金 具

を 設 置 す る な ど の 安 全 対 策 を 施 す こ と 。  

三 の 七 吐 出 口 に は 、 堅 固 な 金 網 、 鉄 格 子 等 を 設 置

し 、 ネ ジ 若 し く は ボ ル ト に よ る 固 定 又 は こ れ ら と

同 等 以 上 の 固 定 を す る こ と 。  

四 プ ー ル 水 の 汚 染 を 防 止 す る た め 、 足 洗 い 場 及 び

腰 洗 い 槽 （ 以 下 「 足 洗 い 場 等 」 と い う 。 ） 又 は シ ャ

ワ ー を 更 衣 所 及 び 便 所 か ら 貯 水 槽 に 至 る 途 中 に 設

置 す る こ と 。 な お 、 当 該 シ ャ ワ ー は 、 温 水 を 使 用

す る な ど 、 洗 浄 水 の 温 度 を 適 温 と し 、 か つ 、 洗 浄

水 を 常 時 放 水 す る 機 能 、 自 動 的 に 放 水 す る 機 能 又

は こ れ ら と 同 等 の 機 能 に よ り 水 泳 者 が 必 ず 全 身 を

洗 浄 で き る も の と す る こ と 。 

五 屋 内 プ ー ル 及 び 夜 間 使 用 す る 屋 外 プ ー ル に は 、 貯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 プ ー ル 水 の 汚 染 を 防 止 す る た め 、 足 洗 い 場 及 び

腰 洗 い 槽 （ 以 下 「 足 洗 い 場 等 」 と い う 。 ） 又 は シ ャ

ワ ー を 更 衣 所 及 び 便 所 か ら 貯 水 槽 に 至 る 途 中 に 設

置 す る こ と 。 

 

 

 

 

五 屋 内 プ ー ル 又 は 夜 間 使 用 す る 屋 外 プ ー ル に は 、 貯



水 槽 の 水 面 及 び プ ー ル サ イ ド の 床 面 で 、 常 時 一 〇 〇

ル ク ス 以 上 の 照 度 を 確 保 で き る 照 明 設 備 を 設 け る

こ と 。 
六 （ 現 行 の と お り ） 

七 機 械 室 は 、 施 錠 が で き る 構 造 と す る こ と 。 

 

 

八 休 憩 所 を 設 け る 場 合 は 、 プ ー ル サ イ ド と 区 画

し 、 飲 食 物 等 に よ る プ ー ル サ イ ド 及 び プ ー ル 水 へ

の 汚 染 を 防 ぐ 構 造 と す る こ と 。  

九 及 び 十 （ 現 行 の と お り ） 

十 一 （ 削 除 ） 

 

 

十 一 塩 素 剤 等 及 び そ の 他 の 薬 剤 を 安 全 か つ 適 正 に

保 管 す る た め 、 施 錠 可 能 な 専 用 の 保 管 施 設 を 設 け

る こ と 。 ま た 、 当 該 保 管 施 設 に は 、 薬 剤 ご と に 専

用 の 保 管 設 備 を 設 け る こ と 。  

水 槽 の 水 面 及 び プ ー ル サ イ ド の 床 面 で 、 常 時 一 〇 〇

ル ク ス 以 上 の 明 る さ が 保 て る 照 明 設 備 を 設 け る こ

と 。 

六 （ 略 ） 

七 機 械 室 を 設 け る 場 合 は 、 水 泳 者 及 び 観 覧 者 が 立 ち

入 る こ と が で き な い よ う に 区 画 し 、 施 錠 が で き る 構

造 と す る こ と 。 

八 休 憩 所 を 設 け る 場 合 は 、 プ ー ル サ イ ド と 区 画 す

る こ と 。 

 

九 及 び 十 （ 略 ） 

十 一 滅 菌 室 は 、 施 錠 す る な ど 、 係 員 以 外 の も の が

立 ち 入 る こ と が で き な い 構 造 と し 、 安 全 な 場 所 に

配 置 す る こ と 。 

十 二 塩 素 剤 等 及 び そ の 他 の 薬 剤 を 安 全 か つ 適 正 に

保 管 す る た め 、 専 用 の 保 管 施 設 を 設 け る こ と 。 

 

 



第 三 （ 現 行 の と お り ） 

別 表 第 二( 第 十 二 条 関 係) 
第 一 共 通 基 準 

一 及 び 二 （ 現 行 の と お り ） 

二 の 二 許 可 経 営 者 及 び 届 出 経 営 者 は 、 監 視 人 に 対

し て 事 故 防 止 対 策 、 事 故 発 生 時 の 対 応 そ の 他 安 全

及 び 衛 生 管 理 に 必 要 な 事 項 に つ い て 研 修 及 び 訓 練

を 行 う こ と 。 

三 か ら 七 ま で （ 現 行 の と お り ） 

八 シ ャ ワ ー 、 洗 面 所 、 水 飲 み 場 及 び 洗 眼 所 に は 、

飲 用 に 適 す る 水 を 使 用 す る こ と 。  

九 救 護 の た め に 、 二 以 上 の 最 寄 り の 診 療 所 又 は 病

院 を 把 握 し 、 緊 急 時 の 連 絡 体 制 を 整 え て お く こ

と 。  

十 （ 現 行 の と お り ） 

十 一 開 場 中 、 天 候 、 気 温 、 水 温 、 水 泳 者 数 、 事 故

の 状 況 そ の 他 維 持 管 理 状 況 を 毎 日 記 録 し 、 当 該 記

録 を 三 年 間 保 存 し て お く こ と 。 

第 三 （ 略 ） 

別 表 第 二( 第 十 二 条 関 係) 

第 一 共 通 基 準 

一 及 び 二 （ 略 ） 

 

 

 

 

三 か ら 七 ま で （ 略 ） 

八 シ ャ ワ ー に は 、 飲 用 に 適 す る 水 を 使 用 す る こ と 。 

 

九 救 護 の た め に 、 二 以 上 の 最 寄 り の 診 療 所 又 は 病

院 を 把 握 し て お く こ と 。 

 

十 （ 略 ） 

十 一 開 場 中 、 天 候 、 気 温 、 水 温 、 水 泳 者 数 そ の 他

維 持 管 理 状 況 を 毎 日 記 録 し 、 保 存 し て お く こ と 。 

 



第 二 プ ー ル 特 定 基 準 

一 プ ー ル 水 は 、 貯 水 槽 ご と に 一 年 に 一 回 以 上 全 換

水 す る と と も に 、 清 掃 を 行 う こ と 。 そ の 際 、 循 環

水 取 入 口 、 貯 水 槽 内 の 排 水 口 、 吐 出 口 そ の 他 開 口

部 の 安 全 を 確 認 す る こ と 。 

一 の 二 循 環 水 取 入 口 、 貯 水 槽 内 の 排 水 口 及 び 吐 出

口 の 金 網 、 鉄 格 子 等 及 び 吸 込 み 防 止 金 具 な ど の 固

定 状 況 を 確 認 す る こ と 。 ま た 、 循 環 水 取 入 口 、 貯

水 槽 内 の 排 水 口 及 び 吐 出 口 付 近 の 水 泳 者 の 安 全

状 況 を 常 時 確 認 す る こ と 。  

一 の 三 （ 現 行 の と お り ） 

二 （ 現 行 の と お り ） 

イ か ら ニ ま で （ 現 行 の と お り ） 

ホ 大 腸 菌 は 、 試 料 百 ミ リ リ ッ ト ル 中 に 検 出 さ れ

な い こ と 。 

ヘ （ 現 行 の と お り ） 

二 の 二 （ 現 行 の と お り ） 

二 の 三 プ ー ル 水 の 水 質 検 査 は 、 塩 素 剤 又 は 塩 素 に

第 二 プ ー ル 特 定 基 準 

一 入 替 式 貯 水 槽 に お い て 換 水 す る と き は 、 必 ず 清

掃 す る と と も に 、 藻 の 発 生 防 止 に 努 め る こ と 。 

 

 

一 の 二 貯 水 槽 内 排 水 口 及 び 循 環 水 取 入 口 の 金 網 、

鉄 格 子 等 は 容 易 に 移 動 で き な い よ う に す る と と も

に 、 こ れ ら が 常 に 正 常 な 位 置 に あ る こ と を 確 認 す

る こ と 。 

 

一 の 三 （ 略 ） 

二 （ 略 ） 

イ か ら ニ ま で （ 略 ） 

ホ 大 腸 菌 群 は 、 試 料 五 十 ミ リ リ ッ ト ル 中 に 検 出

さ れ な い こ と 。 

ヘ （ 略 ） 
二 の 二 （ 略 ） 

二 の 三 プ ー ル 水 の 水 質 検 査 は 、 塩 素 剤 又 は 塩 素 に



よ る 消 毒 を 行 う 場 合 に あ つ て は 遊 離 残 留 塩 素 濃 度

に つ い て 、 二 酸 化 塩 素 に よ る 消 毒 を 行 う 場 合 に あ

つ て は 二 酸 化 塩 素 濃 度 及 び 亜 塩 素 酸 濃 度 に つ い て

毎 時 一 回 以 上 行 い 、 水 素 イ オ ン 濃 度 、 濁 度 、 過 マ

ン ガ ン 酸 カ リ ウ ム 消 費 量 、 大 腸 菌 及 び 一 般 細 菌 に

つ い て は 毎 月 一 回 以 上 行 う こ と 。 

  ま た 、 加 温 装 置 を 設 け て 温 水 を 利 用 す る 場 合 、

レ ジ オ ネ ラ 属 菌 に 関 す る 検 査 を 一 年 に 一 回 以 上 行

う こ と 。 

二 の 四 水 質 検 査 及 び 構 造 設 備 点 検 の 結 果 を 、 入

口 、 更 衣 所 等 の 利 用 者 に 見 や す い 場 所 へ 掲 示 す る

こ と 。  

三 （ 現 行 の と お り ） 

四 （ 削 除 ） 

 

四 屋 内 プ ー ル は 換 気 及 び 照 明 を 十 分 に し 、 夜 間 使

用 す る 屋 外 プ ー ル は 照 明 を 十 分 に す る こ と 。 

五 屋 内 プ ー ル に あ つ て は 空 気 中 の 二 酸 化 炭 素 の 含

よ る 消 毒 を 行 う 場 合 に あ つ て は 遊 離 残 留 塩 素 濃 度

に つ い て 、 二 酸 化 塩 素 に よ る 消 毒 を 行 う 場 合 に あ

つ て は 二 酸 化 塩 素 濃 度 及 び 亜 塩 素 酸 濃 度 に つ い て

毎 時 一 回 以 上 行 い 、 水 素 イ オ ン 濃 度 、 濁 度 、 過 マ

ン ガ ン 酸 カ リ ウ ム 消 費 量 、 大 腸 菌 群 及 び 一 般 細 菌

に つ い て は 毎 月 一 回 以 上 行 う こ と 。 

  ま た 、 加 温 装 置 を 設 け て 温 水 を 利 用 す る 場 合 、

レ ジ オ ネ ラ 属 菌 に 関 す る 検 査 を 一 年 に 一 回 以 上 行

う こ と 。 

 

 

 

三 （ 略 ） 

四 洗 面 所 、 洗 眼 所 及 び 水 飲 み 場 に は 、 飲 用 に 適 す

る 水 を 使 用 す る こ と 。 

五 屋 内 プ ー ル は 換 気 及 び 照 明 を 十 分 に し 、 夜 間 使

用 す る 屋 外 プ ー ル は 照 明 を 十 分 に す る こ と 。 

六 屋 内 プ ー ル に あ つ て は 空 気 中 の 二 酸 化 炭 素 の 含



有 率 が 〇 ・ 一 五 パ ー セ ン ト 以 下 で あ る こ と 。 ま た 、

二 月 以 内 ご と に 一 回 、 定 期 に 測 定 を 行 う こ と 。 

 
六 異 種 の 薬 剤 の 混 合 に よ る 事 故 を 防 止 す る た め 、

保 管 容 器 に 薬 剤 の 名 称 を 示 す 等 の 方 法 に よ り 薬

剤 の 種 類 を 明 確 に す る こ と 。 ま た 、 薬 剤 の 補 充 等

を 実 施 す る 係 員 に は 、 十 分 な 知 識 を 持 つ た 者 を 充

て る こ と 。  

第 三 （ 現 行 の と お り ） 

別 記 第 一 号 様 式 か ら 第 九 号 様 式 ま で （ 現 行 の と お り ） 

有 率 が 〇 ・ 一 五 パ ー セ ン ト 以 下 で あ る こ と 。 ま

た 、 二 月 以 内 ご と に 一 回 、 定 期 に 測 定 を 行 う こ

と 。 

七 異 種 の 薬 剤 の 混 合 に よ る 事 故 を 防 止 す る た め 、

保 管 容 器 に 薬 剤 の 名 称 を 示 す 等 の 方 法 に よ り 薬 剤

の 種 類 を 明 確 に す る こ と 。 

 

 

第 三 （ 略 ） 

別 記 第 一 号 様 式 か ら 第 九 号 様 式 ま で （ 略 ） 

 


